
 

 

 

 

議案第７２号  

 

三田市青野ダム記念館の管理に係る指定管理者の指定について 

公園みどり課  

【施設の名称】 三田市青野ダム記念館  

【団体の名称】 三田市あかしあ台五丁目３２番地２ 

社団法人三田市シルバ－人材センター  

理事長 宇 津  豊  

【指定の期間】 平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

【趣  旨】 青野ダム記念館の指定管理者が、平成２４年３月３１日を以って、期限切れとなる。

このため、平成２４年度から平成２６年度の３ヵ年にわたる次期指定候補者を選定す

るものである。 

【関 係 法 令】 地方自治法第 244 条の 2 第 6 項（公の施設の設置、管理及び処分）、三田市公の

施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第 5 条 

【選 定 方 法】 非公募 

【非公募の理由】団体の設置目的に対する支援と指定管理業務の実績による 

・ 社団法人三田市シルバー人材センター（以下「当該団体」という。）は、国や

地方公共団体の高齢社会対策を支える重要な組織として、「高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律」に基づいて事業を行う、都道府県知事の許可を受け

た公益法人である。 

・ その目的は、定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた

「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な就業（その他の軽易な就業とは特別

な知識、技能を必要とする就業）」を提供するともに、ボランティア活動をは

じめとするさまざまな社会参加を通じて、高年齢者の健康で生きがいのある

生活の実現と、地域社会の福祉の向上と、活性化に貢献している。 

・ 当該団体は、平成 18 年 4 月 1 日から現在までの間、三田市青野ダム記念館の

指定管理業務を請負っており、ノウハウの積み重ねにより一定のサービス水

準を保持している。 

・ ダム周辺に開催されるイベントに協力するなど、当該施設の活性化などに寄

与している。 

【予算措置】  平成 23 年 12 月議会に、補正予算として債務負担 12,000 千円（平成 24 年度か

ら 3 年間）を計上予定 

【特 記 事 項】 指定管理者の指定にあたって議決すべき事項（自治行政局長通知） 

・指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

・指定管理者となる団体の名称 

・指定の期間 

 

 


